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所得税の源泉徴収事務につきましては、日頃から格別のご協力をいただき感謝しております。	

平成 30 年度の税制改正により、源泉所得税関係について主に次のような改正が行われました

のでお知らせいたします。	
（注)	 このパンフレットは、平成 30 年４月１日現在の法令に基づいて作成しています。	

	

	

	

	

	

 

⑴ 改正前の制度の概要 

	 	 	 非課税口座を新規に開設しようとする居住者(注)又は恒久的施設を有する非居住者(注)（非

課税口座を開設しようとする年の１月１日において 20 歳以上の人に限ります。以下｢居住者

等｣といいます。）は、金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、税務署長に対して非課税

適用確認書の交付申請を行います。	

	 	 	 非課税適用確認書の交付申請を受けた税務署長は、過去に同一の勘定設定期間に係る申請

がないことを確認した上で、金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、居住者等に非課税

適用確認書を交付します。	

	 	 	 居住者等は、税務署長から交付を受けた非課税適用確認書を添付した非課税口座開設届出

書を金融商品取引業者等の営業所の長に提出することにより、非課税口座を開設することが

できることとされています。	
	 	 (注)１	 居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて１年以上居所を有する個人をいいます。

以下同じです。	

	 	 	 	 ２	 非居住者とは、居住者以外の個人をいいます。以下同じです。	

⑵ 改正の内容 

	 	 	 上記⑴の開設手続に加えて、非課税口座を新規に開設しようとする居住者等は、金融商品

取引業者等の営業所の長に対し、非課税適用確認書等の添付を要しない非課税口座簡易開設

届出書の提出ができることとされ、その提出をした日に非課税口座を開設することができる

こととされました。	
	 	 (注)１	 この改正は、ＮＩＳＡが対象であり、未成年者少額投資非課税制度（以下「ジュニアＮＩＳＡ」と

いいます。）は対象外となります。	

	 	 	 	 ２	 既に非課税口座を開設している場合には、金融商品取引業者等の営業所の長に対し非課税口座簡易

開設届出書の提出をすることはできません。	

	 	 	 	 ３	 平成 30 年以後の勘定設定期間に係る非課税適用確認書の交付申請を行った場合には、金融商品取

引業者等の営業所の長に対し非課税口座簡易開設届出書の提出をすることはできません。	

	 	 	 	 ４	 上記２又は３の場合に非課税口座簡易開設届出書の提出をして開設された非課税口座は、その開設

のときから一般口座（課税対象）として取り扱われます。	
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	 次に掲げる氏名又は住所の変更に係る申告書又は届出書（以下「申告書等」といいます。）

を提出する場合には、その申告書等を提出する人の個人番号の記載を要しないこととされまし

た（既に個人番号を提供済みの人に限ります。）。	

⑴	 （特別）非課税貯蓄に関する異動申告書	

⑵	 （特別）非課税貯蓄申告書を提出した人が告知をすべき事項を記載した帳簿の記載事項の

変更届出書	

⑶	 利子、配当等の受領者の告知など、告知等をする人が告知等をすべき事項を記載した帳簿

の記載事項の変更届出書	

⑷	 交付金銭等又は償還金等の受領者が告知をすべき事項を記載した帳簿の記載事項の変更

届出書	

⑸	 特定寄附信託異動申告書	

⑹	 特定口座異動届出書	

⑺	 非課税口座異動届出書	

⑻	 未成年者口座異動届出書	

⑼	 財産形成非課税住宅（年金）貯蓄に関する異動申告書	
(注)	 ⑴、⑸又は⑼の申告書を受理した金融機関等は、その申告書に、その提出者の個人番号を付記するこ

ととなります。	

	 また、⑴から⑻までの申告書等の提出の際に必要な本人確認書類の提示について、その申告

書等の提出をする人の個人番号を証する書類の提示に代えて、その変更前の氏名又は住所及び

変更後の氏名又は住所が記載された住所等確認書類の提示ができることとされました。	
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⑴ 改正の内容 

イ	 恒久的施設（以下「ＰＥ」といいます。）認定の人為的回避防止措置の導入	

(ｲ)	いわゆる代理人ＰＥについて、その範囲に、国内において非居住者又は外国法人（以

下「非居住者等」といいます。）に代わって、その事業に関し、反復して契約を締結し、

又は一定の契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者で、これらの契約が非居

住者等の資産の所有権の移転等に関する契約である場合におけるその者を加えるとと

もに、独立代理人の範囲から、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にあ

る者（注）に代わって行動する者を除外することとされました。	
(注)	 「特殊の関係にある者」とは、その個人又は法人との間に直接・間接の持分割合 50％超の関係

その他の支配・被支配の関係にある者をいいます。以下同じです。	

(ﾛ)	保管、展示、引渡しその他の特定の活動を行うことのみを目的として保有する場所等

については、その活動が非居住者等の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のも

のである場合に限り、ＰＥに含まれないものとされました。	
(注)	 この取扱いは、事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する非居住者等と特殊の関係にある

者がその事業を行う一定の場所等において事業上の活動を行う等の場合において、その事業を行

う一定の場所等がその者のＰＥに該当する等の一定の要件に該当するとき（その事業上の活動が

一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限ります。）は、その事業を行う一定の場

所については、適用されません。	

(ﾊ)	いわゆる建設ＰＥの期間要件について、二以上に契約を分割して建設工事等の期間を

１年以下とすることによりＰＥとされる長期建設工事現場等に該当しないこととする

ことがその契約の分割の主たる目的の一つであったと認められる場合には、正当な理由

に基づいて契約を分割したときを除いて、分割された期間を合計して判定を行うことと

されました。	

ロ	 租税条約上のＰＥの定義と異なる場合の調整規定等の整備	

(ｲ)	我が国が締結した租税条約において国内法上のＰＥと異なる定めがある場合には、そ

の租税条約の適用を受ける非居住者等については、その租税条約においてＰＥと定めら

れたものを国内法上のＰＥとすることとされました。	
(注)１	 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律についても同

様の改正が行われました。	

２	 (ｲ)の改正に伴い、「組合契約事業利益の配分に対する所得税及び復興特別所得税の免除（租

税条約に関する届出書〔様式 19〕）」等の手続が廃止されました。	

(ﾛ)	いわゆる支店ＰＥについて、その範囲を国内にある支店、事務所等その他事業を行う

一定の場所に改めることとされました。	

(ﾊ)	建設ＰＥについて、建設ＰＥを構成する場所を、国内にある長期建設工事現場等に限

定することとされました。	

(ﾆ)	代理人ＰＥについて、在庫保有代理人及び注文取得代理人の定義に関する規定が削除

されるとともに、同業者代理人に関する措置を廃止する等の改正が行われました。	

⑵ 適用関係 

	 	 	 上記(1)の改正は、非居住者が平成 31 年（2019 年）１月１日以後に支払を受けるべき所

得税法第 212 条第１項に規定する国内源泉所得及び外国法人が平成 31 年（2019 年）１月１

日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき所得税法第５条第２項第２号に規定

する外国法人課税所得について適用されます（その他所要の経過措置が講じられました。）。	
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	 ⑴	 給与所得控除額が一律 10 万円引き下げられました。	

	 ⑵	 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が 850 万円、その上限額が 195 万円

にそれぞれ引き下げられました。	
	 (注)１	 一定の要件を満たす居住者について、所得金額調整控除の適用を受けることができることとされま

した（詳しくは、下記 15 をご覧ください。）。	

	 	 	 ２	 これらの改正に伴い、平成 32 年（2020 年）分以後の「給与所得の源泉徴収税額表（月額表、日額表）」、
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」、｢年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の

表｣等が改正されます。	

	 	 改正後の給与所得控除額は、次のとおりです。	

給与等の収入金額	
給与所得控除額	

改正後	 改正前	

162万5,000円以下	 55万円	 65万円	

162万5,000円超180万円以下	 その収入金額×40％－10万円	 その収入金額×40％	

180万円超360万円以下	 その収入金額×30％＋８万円	 その収入金額×30％＋18万円	

360万円超660万円以下	 その収入金額×20％＋44万円	 その収入金額×20％＋54万円	

660万円超850万円以下	 その収入金額×10％＋110万円	
その収入金額×10％＋120万円	

850万円超1,000万円以下	
195万円	

1,000万円超	 220万円	

	

	

	

	

平成 32 年（2020 年）１月１日以後に適用される改正事項 
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	 ⑴	 公的年金等控除額が一律 10 万円引き下げられました。	

	 ⑵	 公的年金等の収入金額が 1,000 万円を超える場合の公的年金等控除額について、195 万５

千円が上限とされました。	

	 ⑶	 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000 万円を超え 2,000 万円

以下である場合には一律 10 万円を、2,000 万円を超える場合には一律 20 万円を、それぞれ

上記⑴及び⑵の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。	

	 	 改正後の公的年金等控除額は、次のとおりです。	

受給者	

の区分	

公的年金等の	

収入金額(A)	

公的年金等控除額	

改正後	

改正前	公的年金等に係る雑所得以外	

の所得に係る合計所得金額	

1,000万円以下	
1,000万円超	

2,000万円以下	
2,000万円超	 区分なし	

65歳	

以上	

330万円以下	 110万円	 100万円	 90万円	 120万円	

330万円超	

410万円以下	

(A)×25％＋	

27万5,000円	

(A)×25％＋	

17万5,000円	

(A)×25％＋	

７万5,000円	

(A)×25％＋	

37万5,000円	

410万円超	

770万円以下	

(A)×15％＋	

68万5,000円	

(A)×15％＋	

58万5,000円	

(A)×15％＋	

48万5,000円	

(A)×15％＋	

78万5,000円	

770万円超	

1,000万円以下	

(A)×５％＋	

145万5,000円	

(A)×５％＋	

135万5,000円	

(A)×５％＋	

125万5,000円	
(A)×５％＋	

155万5,000円	
1,000万円超	 195万5,000円	 185万5,000円	 175万5,000円	

65歳	

未満	

130万円以下	 60万円	 50万円	 40万円	 70万円	

130万円超	

410万円以下	

(A)×25％＋	

27万5,000円	

(A)×25％＋	

17万5,000円	

(A)×25％＋	

７万5,000円	

(A)×25％＋	

37万5,000円	

410万円超	

770万円以下	

(A)×15％＋	

68万5,000円	

(A)×15％＋	

58万5,000円	

(A)×15％＋	

48万5,000円	

(A)×15％＋	

78万5,000円	

770万円超	

1,000万円以下	

(A)×５％＋	

145万5,000円	

(A)×５％＋	

135万5,000円	

(A)×５％＋	

125万5,000円	
(A)×５％＋	

155万5,000円	
1,000万円超	 195万5,000円	 185万5,000円	 175万5,000円	

	

	

	

	 ⑴	 基礎控除額が 10 万円引き上げられました。	

	 ⑵	 合計所得金額が 2,400 万円を超える居住者についてはその合計所得金額に応じて控除額

が逓減し、合計所得金額が 2,500 万円を超える居住者については基礎控除の適用はできない

こととされました。	
	 (注)	 これらの改正に伴い、年末調整において基礎控除の額に相当する金額の控除を受ける場合には、所要

の事項を記載した「給与所得者の基礎控除申告書」を提出しなければならないこととされました。	

	 	 改正後の基礎控除額は、次のとおりです。	

合計所得金額	
基礎控除額	

改正後	 改正前	

2,400万円以下	 48万円	

38万円	

（所得制限なし）	

2,400万円超2,450万円以下	 32万円	

2,450万円超2,500万円以下	 16万円	

2,500万円超	 －	
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	 ⑴	 その年の給与等の収入金額が 850 万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は

年齢 23 歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは

扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額（その給与等の

収入金額が 1,000 万円を超える場合には、1,000 万円）から 850 万円を控除した金額の 10％

に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。	
	 	 (注)	 この改正に伴い、年末調整において⑴の所得金額調整控除の適用を受けようとする人は、所要の事

項を記載した「所得金額調整控除申告書」を提出しなければならないこととされました。	

	 ⑵	 その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住

者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が 10 万

円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額（給与所

得控除後の給与等の金額が 10 万円を超える場合には、10 万円）及び公的年金等に係る雑所

得の金額（公的年金等に係る雑所得の金額が 10 万円を超える場合には、10 万円）の合計額

から 10 万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除することとされました。	

	

	

	

 

	 ⑴	 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が 48 万円以下（改正前：38 万円以下）

に引き上げられました。	

	 ⑵	 源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件が 95 万円以下（改正前：85 万円以下）に引き上

げられました。	

	 ⑶	 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が 48 万円超 133 万円以下（改正

前：38 万円超 123 万円以下）とされ、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金

額の区分が、それぞれ 10 万円引き上げられました。	

	 ⑷	 勤労学生の合計所得金額要件が 75 万円以下（改正前：65 万円以下）に引き上げられまし

た。	

	 ⑸	 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保

障額が 55 万円（改正前：65 万円）に引き下げられました。	

	

	

	

	

	 ⑴	 支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に記

載する額を、その支払の取扱者が源泉徴収するその上場株式等の配当等に係る所得税の額か

ら控除することとされました。	

	 	 イ	 証券投資信託等又は特定受益証券発行信託の収益の分配	 その証券投資信託等又は特

定受益証券発行信託の信託財産について納付した所得税（外国所得税を含む。）の額のう

ちその収益の分配に対応する部分の金額	

	 	 ロ	 特定目的会社の利益の配当	 その特定目的会社が納付した外国法人税の額のうちその

利益の配当に対応する部分の金額	

	 	 ハ	 投資法人の投資口の配当等	 その投資法人が納付した外国法人税の額のうちその配当

等に対応する部分の金額	

	 	 ニ	 特定目的信託の受益権の剰余金の配当	 その特定目的信託に係る受託法人が納付した

外国法人税の額のうちその剰余金の配当に対応する部分の金額	

	 ⑵	 上記⑴により控除する外国所得税及び外国法人税（以下「外国所得税等」といいます。）

の額は、その上場株式等の配当等に係る所得税の額に証券投資信託等若しくは特定受益証券

発行信託、特定目的会社、投資法人又は特定目的信託の外貨建資産への運用割合を乗じた額

を限度とします。また、一定の外国所得税等の額はその上場株式等の配当等の金額に加算す
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ることとされました。	

	 ⑶	 上記⑴により控除された外国所得税等の額に相当する金額は、分配時調整外国税相当額控

除の対象とされ、その上場株式等の配当等の交付を受ける者のその年分の所得税の額から控

除できることとされました（法人税についても同様です。）。	
	 (注)	 上記⑴の支払の取扱者は、上場株式等の配当等の交付を受ける者に対し、上記⑴により控除する外国

所得税等の額に相当する金額等を通知しなければならないこととされました。	

	

	

	

	

	 ⑴	 集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する外国所得税の額は、その収益の

分配に係る所得税の額にその集団投資信託の外貨建資産への運用割合を乗じた額が限度と

されました。	

	 ⑵	 受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託の信託

財産について納付した所得税（外国所得税を含みます。）の額は、信託財産をその証券投資

信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投

資信託でその設定に係る受益権の募集が公募以外の方法により行われたものの収益の分配

に係る所得税の額から控除できることとされました。	

	 ⑶	 集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除されたその集団投資信託の信託財

産について納付された外国所得税の額のうち、その支払を受ける者の収益の分配に対応する

部分の額に相当する金額は、分配時調整外国税相当額控除の対象とされ、その者のその年分

の所得税の額から控除できることとされました（法人税についても同様です。）。	

	 ⑷	 上記⑶の支払を受ける者がその支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収税額は、上記⑶に

より控除できる外国所得税の額に相当する金額の控除後の金額とされました。	

	 (注)	 集団投資信託を引き受けた法人は、その集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に対し、上記⑶
により控除できる外国所得税の額に相当する金額等を通知しなければならないこととされました。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

⑴ 改正前の制度の概要 

	 	 イ	 給与等の支払を受ける人で年末調整の際に生命保険料控除又は地震保険料控除の適用

を受けるものは、給与等の支払者に給与所得者の保険料控除申告書（以下「保険料控除申

告書」といいます。）を書面により提出し、又は電磁的方法により提供することとされて

おり、この提出又は提供の際に、保険料控除証明書（以下「控除証明書」といいます。）

を給与等の支払者に書面により提出し、又は提示する必要があります。	

	 	 ロ	 給与等の支払を受ける人で年末調整の際に住宅借入金等を有する場合の所得税額の特

別控除（以下「住宅ローン控除」といいます。）の適用を受けるものは、給与所得者の住

宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書（以下「住宅ローン控除申告書」と

いいます。）に住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証明書（以下「住宅ロー
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ン控除証明書」といいます。）及び住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書（以下

「年末残高等証明書」といいます。）を添付して、給与等の支払者に書面により提出し、

又は提示することとされています。	

⑵ 改正の内容 

	 	 イ	 給与等の支払を受ける人で年末調整の際に生命保険料控除又は地震保険料控除の適用

を受けるものは、保険料控除申告書を電磁的方法により提供する場合には、その保険料控

除申告書に添付すべき控除証明書の書面による提出又は提示に代えて、その控除証明書に

記載されるべき事項が記録された情報でその控除証明書の発行者の電子署名及びその電

子署名に係る電子証明書が付されたものを、その保険料控除申告書に記載すべき事項と併

せて電磁的方法により提供することができることとされました。	

	 	 ロ	 給与等の支払を受ける人で住宅ローン控除の適用を受けるものは、住宅ローン控除申告

書の書面による提出に代えて、その住宅ローン控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法

により提供することができることとされました。	

	 	 	 	 また、住宅ローン控除申告書を電磁的方法により提供する場合には、住宅ローン控除申

告書に添付すべき住宅ローン控除証明書又は年末残高等証明書の書面による提出又は提

示に代えて、その住宅ローン控除証明書又は年末残高等証明書に記載すべき事項が記録さ

れた情報でその住宅ローン控除証明書又は年末残高等証明書の発行者の電子署名及びそ

の電子署名に係る電子証明書が付されたものを、住宅ローン控除申告書に記載すべき事項

と併せて電磁的方法により提供することができることとされました。	
	 	 (注)	 給与等の支払者がその給与等の支払を受ける人から扶養控除等申告書、保険料控除申告書等の源泉徴

収に関する申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供を受けるためには、あらかじめ給与支払事

務所等の所轄税務署長に対し「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承

認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。	

	 	 	 	 	 なお、承認を受けるための申請書の提出をした日の属する月の翌月末日までにその承認又は不承認の

決定がなかったときは、その提出日の属する月の翌月末日において承認があったものとみなされます。	

	 	 	 	 	 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。	
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